
李
商
隠
の
不
遇
の
原
因
に
関
す
る
一
一
一
一
口
説
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

勝
代
の
詩
人
で
、
官
僚
と
し
て
の
十
分
な
地
位
を
得
ら
れ
ず
に
終

わ
っ
た
者
は
多
数
あ
り
、
李
務
臨
も
そ
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
な
い

Q

だ
が
、
李
高
隠
は
、
特
に
そ
の
不
遇
の
生
涯
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
そ
の
理
由
は
、
婚
姻
と
い
う
個
人
的
な
事
柄
に
対
し
て
大
局

的
な
政
治
情
勢
、
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
不
遇
の
誘
岡
山
と
な
っ
た

と
い
う
、
独
特
の
悲
劇
性
に
よ
る
。
娩
鹿
初
期
の
政
局
を
揺
る
が
し

た
の
が
、
牛
僧
議
一
派
と
李
徳
裕
士
山
の
対
立
す
な
わ
ち
牛
李
の
党

争
で
あ
る
。
李
鮪
鱈
は
、
は
じ
め
牛
僧
簿
党
に
属
す
る
令
狐
楚
か
ら

知
過
を
得
た
。
だ
が
、
令
狐
懇
の
没
後
李
徳
裕
党
に
属
す
る
王
茂

元
の
娘
婿
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
令
狐
楚
の
息
子
で
あ
る
絢
ら
牛

党
の
人
々
か
ら
排
斥
さ
れ
、
不
通
の
生
援
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
古
く
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
近
年
の
伝
記
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
説
を
否
定
す

竹
什
H

T
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郎

(1) 

る
意
見
、
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
李
商
隠
の
詩
歌
の
解
釈

に
お
い
て
は
、
こ
の
説
は
、
い
ま
だ
一
定
の
影
響
力
を
保
っ
て
い

{ベソ
M

)
る
。
本
稿
で
は
、
李
高
隠
の
不
通
の
原
因
に
関
す
る
一
一
一
一
口
説
の
形
成
過

程
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
婚
姻
に
よ
る
と
す

る
説
の
影
響
力
の
強
さ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
。

(81) 

二
、
筆
記
小
説
に
見
え
る
李
商
隠
「
九
日
」
詩
の
逸
話

李
商
隠
の
不
遇
の
原
留
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
五

代
か
ら
北
宋
に
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
筆
記
小
説
明
唐
掠
一
一
一
一
口
』
同
作
品
夢

頭
、
一
一
一
一
♂
に
見
え
る
李
荷
偲
の
「
九
口
ど
詩
に
関
す
る
逸
話
で
あ
り
、

ま
た
、
明
日
唐
書
』
『
新
唐
世
一
間
』
の
李
商
憶
伝
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま

ず
、
筆
記
小
説
の
逸
話
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
正
史
の
伝

に
つ
い
て
は
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
。

は
じ
め
に
、
「
九
日
」
詩
を
引
用
す
る
。

曽
共
山
翁
把
溜
時
曽
て
出
翁
と

酒
を
把
り
し
時



出
菊
培
塀
を
選
る

泉
下
消
息
無
く

九

日

尊

前

思

ふ

所

有

り

漢
民
の
苗
積
を
栽
ふ
る
を
学
ば
ず

空
し
く
楚
客
を
し
て
江
離
を
詠
ぜ
し
む

郎
君
合
同
実
施
行
馬
郎
君
富
貴
く
行
馬
を
施
し

(
3
}
 

東
関
無
間
同
得
窺
東
関
再
び
窺
ふ
を
鐸
る
に
因
無
し

こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
李
，
諜
山
七
律
注
釈
班
「
李
義
山
七
律
集
釈

(
三
)
」
(
司
東
方
学
報
工
京
都
、
第
五
六
冊
、
一
九
八
四
)
の
中
で
ち

荒
井
健
が
詳
し
く
注
釈
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
荒
井
氏
は
、
こ
の
詩

を
令
狐
絢
と
の
関
連
に
よ
っ
て
理
解
す
る
通
説
に
対
し
、
疑
問
を
呈

(4) 

し
て
い
る
。

こ
の
詩
を
令
狐
絢
と
関
連
づ
け
て
い
る
の
は
、
以
下
に
示
す
よ
う

に
、
五
代
・
王
定
保
町
蔚
棟
一
一
一
一
日
に
含
ま
れ
る
一
篇
と
、
北
宋
・
孫

光
憲
『
北
夢
積
一
一
一
一
口
』
に
含
ま
れ
る
こ
篇
の
逸
話
で
あ
る
。

ま

ず

、

香

十

一

「

怨

怒

」

か

ら

、

そ

の

逸

話

を

引

用

寸
J

吋
〈
W

十
字
表
下
帳
消
翠

吋

l
i
p
-
-
'
i
l
d

不
学
漢
民
栽
商
務

李
義
山
、
師
令
狐
文
公
。
大
中
中
、
越
公
夜
内
廷
、
重
陽
日
、

{5) 

義
山
詞
不
見
、
図
以
一
篇
紀
於
扉
風
間
去
。
詩
日
、
:
:
:
。

宗
主
義
山
、
令
狐
文
公
(
楚
)
を
師
と
す
。
大
中
中
に
、
越
公

(
令
狐
絢
)
内
廷
に
在
り
て
、
一
一
恩
賜
の
司
、
一
我
山
謁
し
て
見
は
ず
、

図
り
て
一
篇
を
以
て
扉
閉
山
に
紀
し
て
去
る
。
詩
に
尽
く
、

:。〕

こ
こ
に
「
大
中
中
」
と
あ
る
が
、
官
石
一
小
の
大
中
元
年
(
八
四
七
)

は
、
李
商
揺
の
身
の
上
に
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
た
年
で
あ
る
。
こ

の
年
、
給
事
中
の
任
に
あ
っ
た
鄭
亜
は
桂
管
観
察
防
禦
観
察
等
使
と

な
っ
た
。
李
商
昭
仰
は
、
秘
書
省
正
字
の
職
を
辞
し
て
亜
に
従
い
、
そ

の
幕
府
の
掌
書
記
と
な
っ
た
。
鄭
亜
は
、
李
徳
裕
の
党
派
の
一
員
で

あ
る
。
室
宗
朝
に
は
、
令
狐
絢
も
属
す
る
牛
党
が
権
方
を
握
っ
て
お

り
、
鄭
車
は
大
中
二
年
に
鵠
州
制
史
に
左
遷
さ
れ
た
。
李
商
穏
は
こ

れ
に
従
わ
ず
、
江
南
を
巡
っ
た
後
に
洛
陽
・
長
安
へ
帰
り
、
強
屋
県

尉
と
な
り
、
さ
ら
に
大
中
三
年
に
は
京
兆
芦
の
属
官
と
な
っ
た
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
明
白
庸
警
h

な
ど
で
は
、
こ
の
鄭
亜
の
幕
府
へ
の

赴
任
が
令
狐
絢
の
李
商
隠
に
対
す
る
怒
り
を
招
い
た
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
逸
話
は
「
九
日
」
詩
の
制
作
の
状
況
を
述
べ
た
に
過

ぎ
ず
、
令
狐
絢
の
側
の
反
応
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
後
の
『
北
夢
蹟
一
一
一
一
E

に
採
録
さ
れ
た
逸
話
で
は
、

制
作
の
背
景
や
、
李
商
憶
と
令
狐
絢
の
心
情
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体

的
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
ず
、
崎
北
夢
頭
一
一
一
一
口
』
巻
七
「
李
商
問
問
進
剣

表
」
の
逸
話
を
引
用
す
る
。

李
高
諮
問
輿
外
、
依
彰
陽
令
孤
公
楚
、
以
牒
奏
受
知
。
相
国
危
急
、

将
進
之
。
命
李
起
草
、
不
憾
其
旨
。

(82) 



「
前
件
鋭
、
武
庫
神
兵
、
先
皇
特
賜
。
既
不
合
将

帰
泉
下
、
又
不
宣
留
在
人
間
。
」
時
人
瓶
投
(
館
当
。
彰
陽
之
子
絢
、

継
有
意
平
之
拝
、
似
疏
際
問
、
未
嘗
展
分
。
重
陽
日
、
義
山
諮

宅
、
於
庁
事
上
印
問
題
、
其
時
一
五
、
:
:
:
。
相
関
踏
之
、
備
懐
市

(
6
}
 

記
。
乃
周
期
此
庁
、
終
身
不
処
也
。

〔
李
商
隠
員
外
、
影
陽
令
狐
公
楚
に
依
り
、
践
奏
を
以
て
知
を

受
く
。
相
国
危
急
に
し
て
、
宝
剣
寄
り
、
嘗
て
君
上
の
賜
る
所

と
為
る
に
、
将
に
之
を
進
め
ん
と
す
。
李
に
命
じ
て
起
草
せ
し

む
る
に
、
北
〈
の
出
回
に
憾
せ
ず
。
濁
り
て
口
ト
出
し
て
云
ふ
、
「
前

キ
Z
H
U
一

件
の
剣
、
武
庫
の
神
正
ハ
に
し
て
、
先
皇
特
に
賜
ふ
。
既
に
合
に

も
す将

て
泉
下
に
帰
す
べ
か
ら
ず
、
又
留
め
て
人
間
に
在
る
に
宜
し

か
ら
ず
」
と
。
時
の
人
、
其
の
衛
当
に
服
す
。
彰
陽
の
子
絢
、

継
い
で
章
平
の
拝
有
り
、
臨
西
を
疏
む
に
似
て
、
未
だ
嘗
て
分

を
展
、
ぜ
ず
。
重
陽
の
日
、
義
山
宅
に
諮
る
に
、
庁
事
上
に
於
て

留
題
し
、
其
の
略
に
一
広
ふ
、
:
・
:
・
。
和
国
之
を
踏
て
、
機
懐
す

る
の
み
。
乃
ち
此
の
庁
を
扇
閉
し
、
終
身
処
ら
ざ
る
な
り
。
〕

こ
の
逸
話
は
、
李
荷
絡
が
令
狐
楚
の
知
過
を
得
た
こ
と
か
ら
諮
り

起
こ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
父
と
同
じ
く
宰
梱
の
伎
に
登
っ
た
令
狐
絢

が
、
李
賄
隠
を
冷
遇
し
た
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
牛
李
の
党
争
で

は
な
く
、
「
似
疏
臨
西
」
、
つ
ま
り
、
李
商
揺
が
賭
の
王
室
と
悶
じ
離

砲
の
李
氏
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
李

|五i

商
偲
は
、
「
九
日
」
詩
を
令
狐
絢
の
邸
宅
の
壁
に
題
し
、
そ
の
態
度

を
批
判
し
た
。
そ
れ
を
児
た
令
狐
絢
は
、
恥
じ
て
そ
の
部
屋
に
入
る

こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
逸
話
の
中
で
は
、
両
者
は
決
定
的
に
対
立
し

て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
九
百
」
の
詩
が
原
因
で
令
狐
絢

が
李
高
憶
を
情
み
冷
遇
し
た
と
す
る
の
が
、
次
に
引
用
す
る
『
北
夢

現
一
一
一
一
口
』
巻
二
「
宰
相
姑
権
」
の
逸
話
で
あ
る
。

宣
告
小
時
、
相
関
令
狐
絢
、
最
受
恩
遇
荷
伯
権
、
尤
忠
勝
己
。
以

其
子
滴
不
解
市
第
、
為
張
雲
・
劉
蹴
・
楼
遣
問
盤
上
疏
疏
之
。
宣

宗
優
容
、
絢
出
鎮
維
揚
、
上
表
訴
子
之
菟
。
其
略
一
去
、
「
一
従

先
晴
、
久
次
中
世
帯
。
得
白
恩
者
、
謂
臣
好
、
不
得
臣
患
者
、
謂

臣
弱
。
毘
非
美
酒
美
肉
、
安
能
咲
衆
人
之
口
J
時
以
執
己
之
短
、

取
調
子
人
。
或
去
、
曽
以
故
事
訪
於
蝿
岐
、
対
以
其
事
出
荷
輩
。

且
日
、
「
非
僻
書
也
、
或
築
相
公
愛
盟
之
暇
、
時
{
且
覧
古
。
」
絢

益
怒
之
、
乃
奏
岐
有
才
無
行
、
不
{
立
与
第
。
会
宣
宗
私
行
、
為

温
蚊
所
件
、
乃
授
方
城
尉
。
所
以
岐
詩
去
、
「
悶
知
此
恨
人
多

積
、
悔
読
南
華
第
二
篇
。
」
又
李
商
隠
、
絢
父
楚
之
故
吏
也
、

殊
不
良
分
。
高
隠
様
之
、
問
題
庁
間
、
落
句
一
広
、
「
郎
君
宮
霊

施
行
馬
、
東
問
問
無
臨
許
再
窺
。
」
亦
怒
之
、
官
止
舘
下
員
外
也
。

江
東
羅
憶
、
亦
受
知
於
絢
、
翠
寛
無
成
。
有
詩
一
央
相
国
一
五
、

「
深
恩
無
以
報
、
底
事
国
定
柴
荊
。
」
以
一
二
才
子
怨
望
、
郎
知
絢
之

(83) 



格
闘
令
狐
絢
、
最
も
恩
遇
を
受
け
て
権
を
枯
み
、

尤
も
己
に
勝
る
を
忌
む
。
其
の
子
満
解
し
て
第
せ
ざ
る
を
以
て
、

張
…
宙
開
・
劉
強
・
復
活
一
の
畳
ね
て
上
疏
し
て
之
を
疏
ん
ず
と
為
す
。

定
宗
俊
容
に
し
て
、
絢
出
で
て
維
揚
に
鎮
し
、
上
表
し
て
子
の

策
を
訴
ふ
。
其
の
略
に
誌
ふ
、
「
一
た
び
先
帝
に
従
ひ
、
久
し

く
中
審
に
次
す
。
毘
の
患
を
得
る
者
、
回
好
し
と
謂
ひ
、
臣
の

思
を
得
ざ
る
者
、
担
弱
し
と
謂
ふ
。
臣
奨
酒
美
肉
に
非
ず
、
安

く
ん
ぞ
能
く
衆
人
の
は
に
吸
は
さ
ん
や
」
と
。
時
に
己
の
短
を

執
る
を
以
て
、
論
を
人
に
取
る
。
或
ひ
は
云
ふ
、
曽
て
故
事
を

以
て
温
岐
(
庭
鋳
)
に
訪
ふ
に
、
対
ふ
る
に
其
の
事
高
翠
に
出

づ
る
を
以
て
す
。
且
つ
臼
く
、
「
僻
書
に
非
ざ
る
な
り
、
或
ひ

は
築
く
は
相
公
岬
償
却
の
暇
に
、
時
に
宜
し
く
古
を
覧
る
べ
き
こ

ホゆ
d
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と
を
」
と
。
純
益
之
を
怒
り
、
乃
ち
岐
才
有
る
も
行
無
く
、

れ
九
よ
払
れ
九
才
am

第
に
与
か
る
に
宜
し
か
ら
ず
と
奏
す
。
会
宣
宗
私
行
し
、
温

岐
の
件
ふ
所
と
為
り
、
乃
ち
方
城
尉
を
授
く
。
岐
の
詩
に
、

「
闘
っ
て
知
る
此
の
恨
み
人
多
く
積
む
を
、
読
む
を
悔
や
む
南

翠
第
二
鰐
」
と
一
五
ふ
所
以
な
り
。
又
李
商
一
隠
、
絢
の
父
楚
の
故

吏
な
る
も
、
殊
に
分
を
農
ぜ
ず
。
萌
隠
之
を
憾
み
、
図
っ
て
庁

開
に
題
し
、
落
句
し
て
去
ふ
、
「
郎
哲
官
一
一
部
一
く
行
馬
を
施
し
、

東
側
畑
一
向
び
窺
ふ
る
る
に
国
紙
し
」
と
。
亦
t

之
を
怒
り
、

宮
止
め
て
員
外
に
下
さ
し
む
る
な
り
。
江
東
の
羅
題
、
亦
知
を

絢
に
受
く
る
も
、
畢
寛
成
す
無
し
。
詩
有
り
て
相
屈
を
突
し
て

云
ふ
、
「
深
恩
以
て
報
ゆ
る
無
し
、
底
事
ぞ
是
れ
柴
荊
」
と
。

三
才
子
の
怨
望
を
以
て
、
即
ち
絢
の
遺
賢
を
知
る
な
り
。
〕

こ
こ
で
は
、
ま
ず
李
高
騒
が
令
狐
絢
の
待
遇
を
怨
み
、
「
九
日
」

詩
で
こ
れ
を
批
判
し
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
令
狐
絢
は
、
怒
っ

て
李
商
憶
を
員
外
の
低
い
官
位
に
止
め
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
逸
話
の
主
販
は
、
必
ず
し
も
李
商
隠
の
不
遇
の
原

因
の
解
明
で
は
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
令
狐
絢
の
人
物
を
臨
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
令
狐
絢
が
そ
の
恵
子
痛
を
身

び
い
き
し
た
こ
と
か
ら
、
権
力
を
た
の
ん
で
自
分
に
勝
る
も
の
を
ね

た
む
と
い
う
性
格
を
示
す
。
そ
し
て
、
こ
の
性
格
に
よ
っ
て
温
庭

鋳
・
李
商
問
鰭
・
羅
隠
の
一
一
一
詩
人
が
排
斥
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
三
人
の
う
ち
温
庭
鯖
と
羅
関
に
関
し
て
は
華
強
付

会
の
説
で
あ
る
。
ま
ず
説
躍
鋳
だ
が
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
詩
句
の

出
典
は
、
次
に
引
用
す
る
、
「
李
羽
処
士
故
盟
」
詩
で
あ
る
。

柳

不

成

糸

革

帯

館

一

柳

糸

を

成

さ

ず

革

煙

を

帯

ぶ

海

経

東

去

鶴

照

夫

海

桂

東

に

去

り

て

鶴

天

に

帰

る

怒
腸
断
処
春
何
限
愁
制
服
断
ゆ
る
処
春
何
ぞ
限
り
あ
ら
ん

病

眼

開

時

月

正

円

病

眼

mm
く
時
月
正
に
即
け
な
り

情
有
る
が
若
く
還
っ
て
懐
望
す
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水
応
に
事
無
く
し
て
耀
波
た
る
莫
し

終
に
知
る
此
の
恨
み
錨
せ
ど
も
尽
く

し
難
き
を

(
8
)
 

事

負

高

華

第

一

篇

事

魚

す

南

華

第

二

府

こ
の
詩
が
令
狐
絢
と
無
関
係
に
作
ら
れ
た
の
は
、
詩
題
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
北
夢
掛
川
一
一
一
一
同
』
の
逸
話
の
中
で
は
、
そ
の

結
び
の
二
句
を
大
概
に
改
変
し
て
、
令
狐
絢
の
燕
学
を
あ
て
こ
す
っ

た
一
一
言
葉
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
抑
制
憶
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

す
る
「
感
出
」
詩
で
あ
る
。

剣
侃
孫
弘
閣

支
挺
太
閤
営

重
一
一
一
一
口
虚
有
位

孤
立
寛
無
成

丘
機
筋
箭
隅

水
芯
肱
川
事
葉
爆
安

;
j
j
1
1
i
i
 

持
mw
比
良
濡
臨
ま

i
l
l
-
i
;
j
 

詩
句
の
出
典
は
、

次
に
引
用

d
リ

1
1
令
、
井
一
1
1
h
H
3〆
3
1
1

声

倒

A

み
ν
?
J
O
民

党

鎚

す

太

尉

の

営

前
一
一
一
一
一
目
し
て
虚
し
く
位
有
る
も

狐
立
し
て
寛
に
成
す
無
し

丘

機

筋

議

階

び

抱
一
盛
歳
月
平
か
な
り

此

恩

何

以

報

此

の

思

何

を

以

て

報

い

ん

や

{9} 

帰

処

是

柴

荊

帰

す

る

処

是

れ

柴

荊

な

り

確
か
に
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
推
挙
を
受
け
た
人
物
に
対
し
て
現
在

の
窮
状
を
訴
え
た
詩
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
が
令
狐

絢
で
あ
る
と
い
う
確
実
な
証
拠
は
な
く
、
ま
た
、
詩
の
内
容
も
、
そ

の
人
物
を
怨
ん
だ
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

『
出
蔚
書
』
(
巻
二
母
七
十
二
、
列
伝
一
百
二
十
二
)
お
よ
び
『
新

暦
書
』
(
巻
一
百
六
十
六
、
列
伝
第
九
十
こ
の
伝
記
に
お
い
て
、

令
狐
痛
は
父
の
権
力
を
侍
ん
で
鱗
慢
な
ふ
る
ま
い
の
多
い
人
物
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
令
狙
絢
が
息
子
痛
を
弾
劾
し
た
者
を
左
遷
し

た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
『
北
夢
蹟
一
宮
一
向
』
巻
二
の
逸
話
と
同
様
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
で
は
、
絢
の
性
憾
に
問
題
が
あ

る
こ
と
を
示
す
異
体
的
な
事
例
は
示
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
『
新
庸

ド

i
e
v的

書
』
の
賛
で
は
、
「
(
社
)
憾
・
絢
、
世
間
に
当
た
り
、
亦
議
る
じ
足

る
無
し
。
」
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
北
夢
積

一
一
一
一
♂
巻
二
の
逸
話
で
は
、
令
狐
絢
を
…
止
史
の
記
載
以
上
に
狭
量
な
人

物
と
し
て
肢
め
る
た
め
に
、
三
詩
人
の
事
柄
、
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
協
庭
錆
と
羅
隠
に
つ
い
て
は
、
ま
っ

た
く
の
控
造
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
李
高
隠
の
「
九
日
」
詩
に
関
し
て

も
、
確
か
な
根
拠
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
三
篇
の
逸
話
の
検
討
結
果
に
従
う
な
ら
ば
、
「
九
口
ど
詩
の

理
解
に
つ
い
て
は
、
査
J

商
問
隠
、
が
令
狐
絢
の
冷
遇
に
対
す
る
不
満
を
述

べ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
、
と
い
う
濯
度
に
留
め
て
お
く
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
、
が
令
狐
絢
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
絢
が
こ
の
詩
に
よ
っ
て
李
簡
穏
を
憎
悪
し
た

か
ど
う
か
は
、
不
明
で
あ
る
と
し
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
れ
ら
の
逸
話
に
は
、
李
商
穏
の
婚
姻
に
つ
い
て
の
記
載

が
な
い
こ
と
に
も
註
閉
し
た
い
。
こ
れ
は
、
五
代
か
ら
宋
初
に
お
い

て
、
李
滞
留
の
不
過
は
そ
の
婚
姻
に
よ
る
と
す
る
説
は
広
く
行
わ
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

、
円
悶
唐
書
』
旬
新
鷹
番
』
の
李
爵
隠
伝

李
商
隠
の
不
通
の
涼
簡
を
、
婚
姻
に
よ
っ
て
令
狐
絢
お
よ
び
牛
党

に
排
斥
さ
れ
た
こ
と
と
す
る
の
は
、
五
代
・
後
音
、
関
連
二
年

(
九
四
五
)
に
完
成
し
た
『
旧
唐
書
』
の
巻
一
百
九
十
下
、
列
伝

一
百
四
十
下
、
文
苑
下
に
収
め
ら
れ
た
李
商
隠
伝
に
は
じ
ま
る
。
次

に
、
『
旧
麿
世
一
回
』
李
商
穏
伝
か
ら
、
吏
部
試
及
第
ま
で
の
部
分
を
引

用
す
る
。荷

隠
幼
能
為
文
、
令
狐
楚
鎮
向
陽
、
以
所
業
文
午
之
。
年
織
及

弱
冠
、
楚
以
其
少
俊
、
、
深
礼
之
、
令
与
諸
子
遊
。
楚
鎮
天
平
・

下
州
、
従
為
巡
官
。
歳
給
資
装
、
令
随
計
上
都
。
開
成
二
年
方

登
進
士
第
、
釈
褐
秘
書
省
校
審
郎
、
調
補
弘
農
尉
。
会
沼
田
二
年

又
以
審
判
抜
幕
。

(
商
隠
幼
く
し
て
能
く
文
を
為
り
、
令
狐
楚
河
問
問
に
鎮
せ
し
と

き
、
業
り
し
所
の
文
を
以
て
之
に
千
む
。
年
続
か
に
弱
冠
に
及

び
、
楚
其
の
少
俊
な
る
を
以
て
、
深
く
之
に
礼
し
、
諸
子
と
遊

ば
し
む
。
経
天
平
・
下
川
に
鎮
せ
し
と
き
、
従
ひ
て
巡
宮
と
為

る
。
歳
ご
と
に
資
装
を
給
し
、
計
に
随
ひ
て
都
に
上
ら
し
む
。

開
成
二
年
方
め
て
進
士
の
第
に
登
り
、
釈
褐
し
て
秘
書
省
校
書

部
た
り
て
、
弘
農
の
尉
に
調
補
せ
ら
る
。
会
昌
二
年
又
審
判
を

以
て
抜
翠
せ
ら
る
。
)

こ
の
引
用
部
分
に
続
く
の
が
、
以
下
に
示
す
一
節
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
李
商
隠
の
不
遇
の
原
因
と
さ
れ
て
き
た
王
茂
元
の
娘
と
の
婚
掘

が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

王
茂
一
見
鎮
向
陽
、
僻
為
掌
書
記
、
得
侍
御
史
。
茂
元
愛
其
才
、

以
子
妻
之
。
茂
元
雄
読
書
為
揮
、
然
本
将
家
子
、
李
徳
裕
素
遇

之
。
時
徳
裕
一
一
栄
政
、
用
為
向
陽
帥
。
徳
裕
与
李
宗
関
・
楊
嗣

復
・
令
狐
楚
大
相
讐
怨
。
商
隠
既
為
茂
元
従
事
、
宗
関
党
大
薄

之
。
時
令
狐
楚
己
卒
、
子
絢
為
員
外
郎
、
以
潟
隠
背
恩
、
尤
悪

其
無
行
。
俄
部
茂
元
卒
、
来
遊
京
師
、
久
之
不
調
。

(
王
茂
一
応
河
陽
に
鎮
せ
し
と
き
、
僻
し
て
掌
書
記
と
為
し
、
持

御
史
を
得
。
茂
元
其
の
才
を
愛
し
、
一
千
を
以
て
之
に
妻
あ
は
す
。

茂
元
読
書
し
て
儲
為
り
と
蹴
も
、
然
れ
ど
も
本
将
家
の
子
に
し

て
、
李
徳
裕
素
よ
り
之
を
過
す
。
時
に
徳
描
政
を
乗
り
、
用
っ

て
河
陽
の
帥
と
為
す
。
徳
裕
と
李
宗
関
・
揚
嗣
復
・
令
狐
楚
と

大
ひ
に
棺
刷
物
問
怨
す
。
商
結
既
に
茂
元
の
従
事
と
為
り
て
、
宗
関

の
党
大
ひ
に
之
を
薄
ん
ず
。
時
に
令
狐
楚
己
に
卒
し
、
子
の
絢

員
外
部
と
為
り
、
簡
憾
の
思
に
背
く
を
以
て
、
尤
も
其
の
行
無
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き
な
恵
む
。
俄
か
に
し
て
茂
元
卒
し
、
京
一
帥
に
来
遊
す
る
も
、

之
を
久
し
く
し
て
誠
せ
ら
れ
ず
。
)

こ
こ
ま
で
の
『
出
席
醤
』
の
記
事
か
ら
は
、
会
昌
二
年
(
八
四
一
一
)

ま
で
順
調
に
宮
途
を
た
ど
っ
て
い
た
李
商
偲
が
、
王
茂
元
の
娘
と
の

婚
姻
を
期
に
、
一
転
し
て
不
遇
の
身
と
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
こ

れ
は
、
『
旧
清
書
』
の
撰
者
が
婚
姻
の
時
期
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
茂
元
が
待
問
問
節
度
使
と
な
っ
た
の
は
、
会

届
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
は

李
萌
隠
は
そ
れ
以
前
に
玉
茂
元
の
女
婿
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
誤
り
だ
け
が
原
因
な
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
そ
の

よ
う
な
印
象
を
与
え
る
記
述
に
し
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
。

そ
れ
は
、
ま
ず
、
令
狐
楚
の
死
去
に
つ
い
て
の
記
事
の
置
か
れ
た

位
露
で
あ
る
。
令
狐
楚
の
没
年
は
、
『
悶
庸
書
』
巻
一
百
七
十
二
、

列
伝
一
百
二
十
二
の
令
狐
楚
伝
に
開
成
二
年
と
あ
り
、
こ
れ
は
李
商

隠
の
進
士
及
第
誼
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
李
荷
隠
伝
で
は
、

そ
の
進
士
及
第
の
年
が
開
成
二
年
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
年
に
令
狐
楚
、
が
、
役
し
た
と
い
う
記
事
は
な
い
。
そ
し
て
、

李
荷
揺
の
婚
姻
の
後
に
、
そ
の
記
事
が
霞
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
、
吏
部
試
及
第
ま
で
嫡
調
に
官
途
を
た
ど
っ

た
の
は
、
す
べ
て
令
狐
楚
の
庇
護
の
た
め
で
あ
る
と
取
れ
る
記
述
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
一
節
に
記
さ
れ
た
王
茂
元
と
李
徳
裕
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
問
題
、
が
あ
る
。
五
茂
元
が
李
党
の
一
口
県
で
あ
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、
古
く
は
溝
の
徐
逢
源
が
疑
問
を
皇
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、

(
ゆ
)

山
今
仲
勉
が
「
玉
渓
生
年
議
会
議
平
一
寅
」
に
て
、
詳
細
な
考
誌
を
加
え

た
上
で
否
定
し
て
い
る
。
そ
の
場
氏
の
論
考
の
中
で
、
特
に
在
自
す

べ
き
は
、
主
茂
一
冗
が
李
徳
裕
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
唯
一
の
異

体
的
な
証
拠
と
し
て
『
出
庸
輩
出
』
で
示
さ
れ
る
「
時
徳
裕
乗
政
、
用

(日〉

為
河
問
問
帥
。
」
に
対
す
る
反
誌
で
あ
る
。
こ
の
一
節
は
、
鈴
棋
の
反

乱
に
あ
た
っ
て
、
宰
相
李
術
協
摘
が
討
伐
軍
の
司
令
官
の
一
人
と
し
て

王
茂
元
を
河
陽
節
度
使
に
任
命
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

王
茂
一
応
は
皮
乱
軍
に
敗
北
し
、
さ
ら
に
軍
中
で
病
気
に
な
る
。
す
る

と
李
徳
裕
は
王
宰
に
河
陽
行
営
諮
軍
攻
討
龍
を
兼
務
さ
せ
、
王
茂
元

の
箪
権
を
主
宰
に
移
し
た
。
出
「
氏
は
、
王
宰
の
任
命
に
当
た
り
李
徳

絡
が
作
っ
た
「
請
授
王
宰
兼
行
営
諸
軍
攻
討
使
状
(
王
宰
に
兼
行
営

諸
軍
攻
討
使
を
授
く
る
を
請
ふ
状
)
」
(
司
会
昌
一
品
集
』
巻
十
五
)

を
示
す
が
、
確
か
に
、
李
徳
裕
は
こ
の
状
の
中
で
、
王
高
一
元
の
欠
点

を
冷
徹
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
王
茂
元
は
李
徳
裕
の

庇
護
を
受
け
る
党
人
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
与
氏
の

議
論
に
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
『
旧
庸
書
』
巻
一
百
五
十
二
、

列
伝
第
一
百
二
、
王
栖
曜
の
伝
に
附
附
さ
れ
た
王
茂
一
冗
伝
に
は
、
李
徳

捕
と
の
特
別
な
関
係
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
記
述
、
が
な
く
、
こ
れ
も
ま
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た
李
商
隠
伝
と
整
合
し
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ー
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、

明
出
清
書
』
の
撰
者
は
、
婚
姻
が
李
商
憶
の
不
通
の
原
因
で
あ
る
と

の
結
論
を
先
に
設
定
し
て
、
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
史
実
に
操
作

を
加
え
、
李
高
岡
憾
の
缶
記
を
構
成
し
た
と
も
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
司
Jd
利
勝
書
』
の
準
J
商
問
問
伝
で
あ
る
が
、
骨
子
は
司
侶
窟
審
』

と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
『
出
癒
書
』
の
疑
問
点
、
が
多
少

な
り
と
も
改
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
『
新
陸
相
場
一
回
』
巻
二
百
一
一
一
、

列
伝
第
一
百
三
十
八
、
文
護
下
の
李
商
隠
伝
か
ら
、
王
茂
一
冗
の
娘
と

の
婚
鳩
か
ら
、
鄭
，
耕
一
に
仕
え
る
ま
で
の
部
分
を
引
用
す
る
。

…
土
茂
一
冗
鎮
河
陽
、
愛
其
才
、
表
掌
書
記
、
以
子
一
安
之
、
得
侍
御

史
。
茂
元
善
李
徳
縮
、
一
而
牛
李
党
入
量
調
筒
隠
、
以
為
諮
薄
無

行
、
北
ハ
排
山
乍
之
。
茂
元
死
、
来
遊
京
倒
、
久
不
調
、
百
九
依
枝
管

観
察
使
鄭
一
地
府
為
判
官
。
強
調
循
州
、
高
隠
従
之
、
凡
一
一
一
年
乃

帰
。
同
盟
亦
徳
裕
一
昨
設
問
、
絢
以
為
忘
家
恩
、
放
利
稀
合
、
謝
不
通
。

(
五
茂
元
河
陽
に
鎮
せ
し
と
き
、
党
(
の
才
を
愛
し
、
準
書
記
に

表
し
て
、
子
を
以
て
之
に
褒
あ
は
せ
、
侍
御
史
を
得
。
茂
元
李

徳
裕
と
普
く
、
市
し
て
牛
李
の
党
人
商
関
を
護
請
し
、
以
て
詑

薄
無
行
と
為
し
、
共
に
之
を
排
宿
す
。
民
一
元
死
し
、
京
師
に
来

遊
す
る
も
、
久
し
く
調
さ
れ
ず
、
更
に
桂
管
観
察
使
鄭
亜
の
時

に
依
り
て
判
官
と
為
る
。
堕
循
州
に
摘
せ
ら
れ
、
南
隠
之
に
従

ひ

、

し

て

乃

ち

帰

る

。

一

也

も

亦

徳

裕

の

普

く

す

る

所
に
し
て
、
絢
以
て
家
恩
を
忘
れ
、
利
に
放
り
て
倫
合
せ
り
と

為
し
、
謝
し
て
通
ぜ
ず
。
)

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
『
旧
居
書
』
の
「
茂
一
冗
難
読
書
為
儒
、

然
本
将
家
子
、
李
徳
裕
素
遇
之
。
時
徳
裕
乗
政
、
問
為
河
陽
帥
。
」

の
部
分
、
が
、
「
茂
元
善
李
徳
裕
」
と
簡
略
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
干
一
茂
元
の
荷
揚
節
度
使
就
任
、
が
李
徳
裕
の
優
遇
の
証

拠
と
在
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

『
旧
庸
書
』
で
は
、
李
商
同
胞
の
婚
姻
に
つ
い
て
「
子
絢
為
員
外
部
、

以
商
鱈
背
恩
、
尤
悪
其
無
行
。
」
と
あ
り
、
令
狐
絢
、
が
最
も
情
ん
だ

と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
新
膚
書
』
で
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
令

狐
絢
の
こ
と
は
記
さ
れ
な
い
e

そ
し
て
、
「
亜
亦
徳
裕
一
附
善
、
絢
以

為
忘
家
恩
、
放
利
徹
ム
口
、
謝
不
遇
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鄭
班
に
従

っ
た
こ
と
で
、
は
じ
め
て
令
狐
絢
が
李
商
憶
を
憎
ん
だ
と
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
旬
新
時
四
番
』
の
撰
者
は
、
一
土
茂
元
が
李
党
の
一
員
で

あ
る
こ
と
に
す
で
じ
疑
問
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
て
乃
で
、

鄭
漉
が
李
党
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

の
た
め
、
李
高
穏
と
令
狐
絢
の
決
裂
の
決
定
的
な
理
由
を
、
鄭
一
虫
の

幕
府
へ
の
赴
任
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
前
節
で

取
り

t
げ
た
、
宣
京
の
大
中
年
間
の
こ
と
と
さ
れ
る
町
農
椋
エ
一
一
口
』
『
北

の
逸
話
も
、
参
照
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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四
、
清
代
以
蜂
の
伝
記
研
究

そ
の
後
、
清
初
に
っ
て
、
朱
鶴
齢
が
李
商
隠
の
年
譜
を
作
る

が
、
そ
れ
は
、
『
旧
庸
審
b

q

新
思
議
』
の
伝
記
に
従
っ
て
い
る
。
そ

の
年
識
に
対
し
て
、
徐
逢
源
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

論
者
以
為
王
茂
元
靖
、
又
従
事
桂
林
、
遂
諮
党
賛
皐
之
党
。
…
小

知
茂
一
冗
自
有
一
土
渡
為
之
道
地
、
又
得
中
人
之
助
、
所
博
一
小
独
一

衛
公
也
。
惟
鄭
班
始
終
為
衛
公
所
引
。
然
従
班
非
義
山
本
壊
、

(
ば
}

又
不
過
一
一
年
。

(
論
者
五
茂
一
花
の
靖
と
為
り
、
又
控
林
に
従
事
す
る
を
以
て
、

遂
に
禁
皐
の
党
に
党
せ
り
と
制
約
ふ
。
茂
元
自
ら
壬
涯
之
が
為
め

に
道
地
し
、
又
中
人
の
助
を
得
る
有
り
て
、
侍
む
所
独
り
一
に

衛
公
の
み
な
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
惟
ふ
に
鄭
亜
始
終
衛

公
の
為
に
引
か
る
。
然
れ
ど
も
直
に
従
ふ
は
義
山
の
本
懐
に
非

ず
し
て
、
又
一
年
に
過
ぎ
ず
。
)

こ
こ
で
は
、
王
茂
元
は
李
党
の
一
員
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
茂
元
自
有
王
控
為

之
道
地
、
又
得
中
人
之
助
、
一
昨
侍
不
独
一
衛
公
」
で
あ
る
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
『
旧
態
書
』
の
王
茂
元
伝
に
は
、
河
陽
節
度
使
へ
の

任
命
も
含
め
て
、
李
徳
裕
と
王
茂
元
と
の
特
別
な
間
関
係
を
示
唆
す
る

記
述
は
な
く
、
む
し
ろ
王
挺
・
鄭
註
や
窟
宮
と
の
関
係
が
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
徐
逢
源
の
説
に
対
し
て
、
持
活
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

義
山
少
為
令
狐
楚
所
賞
、
此
適
然
之
過
、
原
非
為
入
党
局
市

然
。
惟
開
花
開
成
時
既
以
絢
力
得
第
、
市
乃
心
懐
繰
進
、
逮
託
淫

原
、
此
沼
低
所
一
口
絢
以
背
態
、
思
其
無
行
也
。
絢
之
怒
義
山
実

始
於
此
、
非
遅
至
徳
治
朗
茂
元
帥
河
陽
時
。
:
:
:
其
後
以
鄭
距

為
李
街
公
所
善
、
遂
李
井
及
鄭
、
前
絢
之
悪
義
山
、
允
不
能
釈

実
。
然
別
赴
鄭
幕
者
、
所
以
重
絢
之
怒
。
其
実
早
怒
其
得
第
而
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背
思
、
閤
非
従
街
悶
両
選
及
之
也
。

(
義
山
少
く
し
て
令
狐
楚
の
為
に
賞
せ
ら
る
る
は
、
此
適
然
の

過
に
し
て
、
原
よ
り
党
局
に
入
る
と
為
す
に
非
ず
し
て
然
り
。

惟
ふ
に
是
れ
開
成
の
時
既
に
絢
の
力
を
以
て
第
す
る
を
得
る

も
、
部
し
て
乃
ち
心
に
繰
進
を
懐
き
、
速
か
に
淫
原
に
託
す

は
、
此
出
伝
の
絢
背
患
を
以
て
、
其
の
行
無
き
を
思
む
と
云
ふ

所
な
り
。
絢
の
義
山
を
悪
む
は
実
に
此
に
始
ま
り
、
徳
治
の
茂

一
冗
を
照
っ
て
河
陽
に
帥
せ
し
む
る
時
に
至
る
に
遅
る
る
に
非
ざ

る
な
り
。
:
:
:
其
の
後
鄭
麗
李
衛
公
の
為
に
善
〈
せ
ら
る
る
を

以
て
、
李
を
逐
ひ
て
井
せ
て
鄭
に
及
び
、
間
し
て
絢
の
義
山
を

悪
む
は
、
尤
も
釈
く
能
は
、
さ
る
な
り
。
然
し
て
則
ち
鄭
の
幕
に

赴
く
は
、
絹
の
怒
り
を
重
ぬ
る
所
以
な
り
。
其
の
実
何
十
に
其
の

第
を
得
て
恩
に
背
く
を
怒
り
、
臨
よ
り
街
国
に
従
ひ
て
之
に
選
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及
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
)

持
活
は
、
李
商
揺
が
王
茂
一
冗
の
娘
と
結
婚
し
た
時
期
に
関
す
る

町
田
自
明
書
』
の
誤
り
を
圧
し
て
い
る
。
そ
の
考
誌
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

李
高
揺
は
開
成
一
一
一
年
、
二
十
七
歳
の
時
に
博
学
宏
詞
科
を
受
験
し
た

が
及
第
せ
ず
、
同
じ
年
に
海
原
節
度
龍
王
茂
元
の
幕
府
に
入
り
、
そ

の
娘
と
結
婚
す
る
の
で
あ
る
の

す
な
わ
ち
、
こ
の
婚
姻
は
、
五
茂
元
が
河
陽
節
度
使
に
任
命
さ
れ

る
以
前
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
mm腐
審
』
李
商
穏
伝
の

王
茂
元
に
つ
い
て
の
「
李
徳
裕
表
過
之
。
時
徳
裕
一
一
栄
政
、
用
為
河
陽

帥
」
の
記
事
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
婚
姻
と
牛
李
の
党
争
と

の
関
連
性
は
弱
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
開

成
二
年
の
進
士
及
第
の
高
後
に
、
李
商
隠
は
王
茂
元
の
女
婿
と
な
っ

た
の
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
進
ナ
一
及
第
は
令
狐
絢
の
支
援
に
よ
る
も

の
だ
が
、
及
第
す
る
や
茜
ち
に
締
の
も
と
を
去
っ
た
の
は
、
「
践
進
」

の
行
い
で
あ
る

Q

そ
の
た
め
、
令
猟
絢
は
こ
れ
を
背
惑
と
し
て
怒
っ

た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
鄭
亜
の
幕
府
へ
の
赴
任
で
あ
る
が
、
徐
逢
源
は
こ

れ
が
令
狐
絢
の
怒
り
を
招
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
間
借
は
、
「
赴
鄭
幕
者
、
所
以
章
一
絢
之
怒
」
と
し
て
、

先
に
背
mm
の
行
い
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
が
令
狐
絢
の
怒
り
を

よ
り
強
く
し
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
時
浩
は
、
李
商
憾
の
不
遇
の
原

図
を
、
令
狐
絢
の
怒
り
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
怒
り
は
、
牛
李
の

党
争
と
関
係
し
た
政
治
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
李
諮
問
問
、
が
令
狐
絢
の
援
助
を
受
け
て
進
士
及
第
を
果
た
し
た
直

後
に
、
王
茂
一
冗
の
女
婿
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
倫
理
的
な
問
題

が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

鴻
浩
に
次
い
で
、
張
采
聞
が
作
成
し
た
年
譜
が
『
玉
渓
生
年
話
会

護
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
李
高
隠
の
伝
記
研
究
に
お
い
て
現
在
に
至

る
ま
で
重
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
不
遇
の
原
因
に
つ
い
て
議
論
す
る

際
に
も
、
そ
の
出
発
点
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
年
譜
で
は
、
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再
び
令
狐
絢
と
王
茂
一
冗
を
「
異
党
」
の
人
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
李
商
憾
の
不
遇
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
牛
李
の
党
争
と
の

関
連
で
議
論
さ
れ
る
の
が
常
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
徐

進
訴
と
与
仲
勉
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
令
狐
絢
と
王
茂
元
が
対
立

す
る
党
派
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
史
料
に
基
づ
い
て
客
観

的
に
証
明
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う

に
、
伝
記
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
通
の
原
因
、
が
婚
姻
に
あ
る
の

を
否
定
す
る
説
、
が
、
す
で
に
大
勢
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
李
商
問
問
の
婚
姻
に
つ
い
て
牛
李
の
党
争
と
の
関
連
を
否
定

し
た
と
し
て
も
、
持
活
の
言
う
倫
理
面
の
問
題
が
残
さ
れ
る
。
こ
の

問
題
に
は
、
当
時
の
社
会
風
潮
な
ど
歴
史
資
料
か
ら
判
断
す
べ
き
要

と
も
に
、
令
狐
絢
と
李
鴎
隠
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
事
実
を
ど
の
よ
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う
に
感
じ
て
い
た
か
と
い
う
、
心
情
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
。

で
、
こ
の
間
越
に
関
し
て
彼
ら
の
心
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
主
に
李
荷
隠
の
詩
文
が
材
料
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、

例
え
ば
「
錦
悲
」
詩
の
よ
う
に
、
そ
の
婚
姻
が
不
過
を
招
い
た
の
を

嘆
い
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

作
品
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
説
の
影
響
力
、
が
い
ま
だ
失
わ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、

そ
こ

李
臨
隠
の
詩
歌
は
、
典
故
表
現
に
よ
っ
て
重
属
的
な
意

味
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
そ
の
特
徴
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品

は
、
多
様
な
解
釈
が
.
可
能
で
あ
り
、
読
者
の
意
図
的
な
読
み
方
を
許

容
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
歴
史
資
料
と
問
列
に
扱
っ
て
議
論

す
る
の
は
、
好
ま
し
く
な
い
。
そ
こ
で
、
李
商
隠
の
不
遇
に
つ
い
て

そ
の
詩
歌
を
題
材
に
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
解
釈
の
一
綿
の
狭
い

(
阿
川
)

作
品
の
み
を
材
料
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

、五

(
l
)
得
税
掠
「
李
前
総
研
究
中
的
此
一
一
問
題
」
(
明
文
学
評
論
』

…
九
八
二
年
第
三
期
、
中
国
社
会
科
学
院
出
版
社
、
七
六
1
八
五
貰
)

が
そ
の
代
表
で
あ
る
。

(
2
)
例
え
ば
、
松
浦
友
久
一
編
『
続
校
控
騎
詩
解
釈
辞
典
〔
附
〕

a

歴
代
詩
』

問
、
二

0
0
こ
の
李
高
額
「
錦
悲
」
詩
の
項
目
(
高
橋

五
二

1
五
三
二
葉
)
で
は
、
縛
璃
踏
の
説
に
触
れ
つ

つ
も
、
旧
説
に
従
っ
て
こ
の
詩
を
解
釈
し
て
い
る
。

(
3
)
劉
学
錯
・
余
恕
誠
宗
主
間
賠
詩
歌
集
解
(
増
訂
重
印
本
)
』
(
中
諮

護
局
、
二

O
O四
)
第
一
一
一
側
、
一

O
一一七百〈

(
4
)
:
:
:
こ
ん
な
ほ
と
ん
ど
罵
倒
に
近
い
皮
肉
を
投
げ
つ
け
て
よ
い
と

す
れ
ば
、
何
を
い
っ
て
も
安
心
な
、
よ
ほ
ど
親
密
な
間
柄
か
、
さ
も

な
く
ば
縁
切
り
覚
悟
で
喧
嘩
を
売
っ
た
か
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
相

手
と
さ
れ
る
令
狐
絢
と
義
山
の
関
係
は
、
当
時
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た

の
か
。
義
山
、
が
絢
に
与
え
た

i
話
題
に
絢
の
官
名
が
あ
る
な
ど
し
て

確
実
な
i
作
品
は
、
十
一
首
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
本
詩
と
同
時
期

と
さ
れ
る
、
大
中
二
年
な
い
し
四
年
の
三
首
、
:
:
:
さ
ら
に
加
え
て

文
一
篇
:
:
:
、
こ
れ
ら
…
速
の
詩
文
が
、
絢
に
対
し
て
敬
愛
と
い
う

よ
り
は
鄭
章
一
を
き
わ
め
る
姿
勢
に
終
始
す
る
の
を
「
九
日
」
と
比
較

す
れ
ば
、
内
寄
の
共
通
性
が
見
事
に
皆
無
な
こ
と
、
具
様
に
感
じ
ら

れ
る
ほ
ど
だ
。
(
一
ニ
五
八
頁
)

(
5
)
『
庸
槻
一
一
一
一
口
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
八
)
一
二
五
真

(
6
)
明北夢前期一一一一
S

(
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

O
O
二
〉
一
六

O
頁

(
7
)
『
北
夢
演
を
ロ
』
(
間
前
)
一
二
一
一
一
頁

(
8
)
劉
学
銭
司
掘
庭
筒
全
壊
校
詑
』
(
中
華
書
簡
、
二

O
O七
)
上
問
、

三
七
一
頁

(
9
)
『
羅
隠
集
』
(
中
華
番
昂
、
一
九
八
三
)
八

O
頁

(
印
)
張
采
田
『
玉
渓
生
年
譜
会
護
』
(
排
印
本
、
中
華
書
局
、
一
九
六
一
一
一
)

附
録
、
二
一
一
ニ
ー
二
六
二
頁
、
初
出
向
歴
史
認
言
研
究
所
集
刊
h

一

五
(
日
)
論
者
又
謂
商
隠
一
生
害
関
党
局
、
失
徳
裕
会
国
間
業
政
五
年
齢
、
高

(91) 



隠
居
母
喪
巴
趨
其
…
一
一
、
:
:
:
然
高
隠
二
年
審
判
抜
卒
、
宮
止

正
九
品
下
階
之
、
秘
書
正
字
、
無
関
政
局
、
何
党
之
可
一
一
一
一
向
。
抑
開
成
前

王
茂
元
問
領
方
鎮
(
甑
}
・
容
・
嶺
南
及
接
原
)
、
均
非
徳
裕
当
国
時
一
所

絵
、
同
ム
否
問
一
品
集
b

「
訪
問
授
主
宰
兼
攻
一
討
状
」
一
江
、
「
王
茂
一
冗
雌
是
将

家
、
久
留
吏
事
、
深
入
攻
討
、
非
其
所
長
J

徳
裕
又
非
曲
護
茂
元
如

党
人
一
同
為
者
。
:
:
:
是
不
特
街
隠
非
党
、
茂
一
沌
亦
非
党
。
っ
こ
閉
頁
)

(
以
)
崎
市
司
王
渓
生
年
譜
同
(
排
印
本
明
玉
渓
生
詩
集
毒
症
h

附
録

一
二
、
八
七
七
一
員
、
と
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
九
)
に
引
用
さ
れ
た
本

文
に
よ
る
。

(
日
)
間
前
、
八
七
八
頁

(M)
夫
義
山
幼
年
受
知
令
狐
、
此
不
過
適
然
之
事
、
及
得
第
資
絢
之
力
、

始
有
党
籍
一
叶
一
一
一
一
口
、
而
越
婚
於
民
一
見
、
依
侍
其
奥
党
之
入
、
此
子
宮
所

以
一
恕
其
背
思
、
交
誼
構
軍
也
。
其
後
正
書
秘
郎
、
従
事
桂
海
、
皆
賛

皇
党
人
所
汲
引
、
則
義
出
去
牛
就
李
、
間
己
久
会
〈
。

張
一
米
関
明
支
渓
生
年
譜
会
議
』
脊
一
一
一
、
大
中
二
年
、
一
四

O
頁

(
日
)
拙
稿
「
李
商
隠
の
転
機

1

3刷
児
詩
加
を
中
心
と
し
て
i
」
(
中

間
文
化
学
会
『
中
国
文
化
i
研
究
と
教
斉
i
』
第
五
八
号
、

二
0
0
0、
六
七
1
七
八
頁
)
は
、
そ
の
よ
う
な
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ

る
「
鱗
児
詩
」
を
出
発
点
と
し
て
、
宇
部
隠
の
不
過
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。

(92) 

(
横
浜
市
立
大
学
)


